
指定居宅介護事業所 石巻市社協ホームヘルパーセンター（事業所指定番号 第０４１０２００１７４号） 

居宅介護サービス重要事項説明書別紙１  （令和８年６月１日改定） 

１ 職員の配置状況 

（１）管理者氏名 今野 明美 

（２）職員配置 

職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 備考 

１．事業所長（管理者） １名 ０名 １名 １名  

２．サービス提供責任者 ６名 ０名 ６名 

利用者数が 

４０又は 

その端数を 

増すごとに

１名以上 

 

３．ホームヘルパー １７名 １８名 ２４.２名 ２．５名 
※兼務者含む 

 (1)介護福祉士 １５名 １０名 １９.０名  

(2)訪問介護養成研修１級

（ヘルパー１級）課程修了者 
０名 ０名 ０名 

 

(3)訪問介護養成研修２級 

（ヘルパー２級）課程修了者 
２名 ８名 ５．２名 

 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職員の 

      所定勤務時間数（例：週40時間）で除した数です。 

 

２ 利用料金表（特定事業所加算Ⅱ） 

サービス内容 単位数 
１回あたりの 

利用料 

１回あたりの 

ご利用者負担金 
備考 

身体介護 

３０分未満 ２８１単位 ２，８１０円 ２８１円  

３０分以上 

６０分未満 
４４４単位 ４，４４０円 ４４４円  

６０分以上 

９０分未満 
６４６単位 ６，４６０円 ６４６円  

９０分以上 

１２０分未満 
７３６単位 ７，３６０円 ７３６円  

１２０分以上 

１５０分未満 
８２９単位 ８，２９０円 ８２９円  

１５０分以上 

１８０分未満 
９２１単位 ９，２１０円 ９２１円  

１８０分以上 

３０分増す毎に 

９２１単位に 

８３単位の倍数 

を乗じ、１０％ 

を加算した単位 

３０分増す毎に 

９，２１０円に 

８３０円の倍数 

を乗じ、１０％ 

を加算した金額 

３０分増す毎に 

９２１円に 

８３円の倍数 

を乗じ、１０％ 

を加算した金額 

 

※円未満は四捨五入。 

 通院等介助（身体介護を伴う場合） 上記利用料金表と同じ 
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サービス内容 単位数 
１回あたりの 

利用料 

１回あたりの 

ご利用者負担金 
備考 

家事援助 

３０分未満 １１７単位 １，１７０円 １１７円  

３０分以上 

４５分未満 
１６８単位 １，６８０円 １６８円  

４５分以上 

６０分未満 
２１７単位 ２，１７０円 ２１７円  

６０分以上 

７５分未満 
２６３単位 ２，６３０円 ２６３円  

７５分以上 

９０分未満 
３０３単位 ３，０３０円 ３０３円  

９０分以上 

１０５分未満 
３４２単位 ３，４２０円 ３４２円  

１０５分以上 

１５分増す毎に 

３１１単位に 

３５単位の倍数 

を乗じ、１０％ 

を加算した単位 

１５分増す毎に 

３，１１０円に 

３５０円の倍数 

を乗じ、１０％ 

を加算した金額 

１５分増す毎に 

３１１円に 

３５円の倍数 

を乗じ、１０％ 

を加算した金額 

 

通院等介助 

※身体介護を

伴わない場合 

３０分未満 １１７単位 １，１７０円 １１７円  

３０分以上 

６０分未満 
２１７単位 ２，１７０円 ２１７円  

６０分以上 

９０分未満 
３０３単位 ３，０３０円 ３０３円  

９０分以上 

１２０分未満 
３８０単位 ３，８００円 ３８０円  

１２０分以上 

３０分増す毎に 

３５４単位に 

６９単位の倍数 

を乗じ、１０％ 

を加算した単位 

３０分増す毎に 

３，５４０円に 

６９０円の倍数 

を乗じ、１０％ 

を加算した金額 

３０分増す毎に 

３５４円に 

６９円の倍数 

を乗じ、１０％ 

を加算した金額 

 

※円未満は四捨五入。 

 ２人の介護員等を派遣した場合は、２倍となります。 

 

 

介護職員処遇改善加算Ⅳ １ヶ月の利用総単位数 合計の３０.２％ 
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通常加算 単位数の加算割合 備考 

早朝  ６：００～ ８：００ ２５％加算  

夜間 １８：００～２２：００ ２５％加算  

深夜 ２２：００～ ６：００ ５０％加算  

 

 

その他加算 加算額 備考 

初回訪問加算 ２００円／月  

緊急時対応加算 １００円／回 月２回を限度 

利用者負担上限額管理加算 １５０円／回 月１回を限度 

 

３ ＜利用者負担の減免について＞ 

〔利用者負担に関する月額上限〕 

区 分 世帯の収入状況 １ヶ月あたりの負担上限額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得１ 
住民民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人の

収入が８０万円以下の方 
０円 

低所得２ 住民税非課税世帯 ０円 

一般 

住民課税世帯で住民税所得割の額が１６万円未満の方

（障害者の一般世帯の方） 
９，３００円 

住民課税世帯で住民税所得割の額が２８万円未満の方

（障害児の世帯の方） 
４，６００円 

一般 住民税課税世帯 ３７，２００円 

 

４ 苦情の受付について 

職 氏 名 北部地区総括主任ホームヘルパー兼サービス提供責任者 芳 賀 明 美 

電話番号 ０２２５－２３－４１５１ 

受付時間 
毎週月曜日～金曜日  午前８時３０分～午後５時１５分 

（但し、１２月２９日～１月３日を除く） 

※担当者に変更が生じた場合については、新たに提示させていただきます。 

 


